
 

 

●作文・感想文の効果 
受講後、受講用紙の提出をお願いしています。 

生徒が、受講を通じて得た命の大切さに関する自分の考えや意

見を文字にすることにより、 

・身近に経験したり見聞きした事件・事故に関すること 

・いじめに関すること 

・家族や人と人との関係の大切さに関すること 

・被害者支援活動・防犯活動に関すること 

・犯罪被害者等の人権に関すること 

などに対してより深く考える力を養うとともに、周囲の人に伝達

する力をつけることができます。 

これにより、聴講した生徒以外の方に対する被害者も加害者も出

さない社会に向けた気運の醸成を図ることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学の部

人数

松江第一中学校 全校生徒 866

川本中学校 全校生徒 59

都万中学校 全校生徒 24

西郷中学校 ３年生 53

斐川東中学校 全校生徒 270

大田第一中学校 全校生徒 408

大社中学校 ３年生 135

開星中学校 ３年生 32

高校の部

人数

出雲高等学校 ２年生 277

江津工業高校 全校生徒 117

松江工業高等専門学校 本科１～３年生 627

石見智翠館高等学校 全校生徒 462

矢上高等学校 全校生徒 267

浜田高等学校 全校生徒 498

開星高等学校 ３年生 144

学校名等

学校名等

○　令和６年度の開催状況

※ 島根県、島根県警察本部、島根県教育委員会は、公益社団法人島根被害者サポートセンターとの協働事
業により、犯罪被害者遺族が、将来を担う中学生・高校生に対して、直接命の大切さや社会規範意識の向上
を訴え、その浸透を図っていくことを目的とする【命の大切さを学ぶ教室】を開催しています。 

●命の大切さを学ぶ教室の効果 

講演者が、犯罪被害者等が受けた様々な「痛み」、「子どもを亡

くした親の思い」、「生命の大切さ」等を生徒に直接語りかけるこ

とによって、 
 
・犯罪被害者等への理解・共感する心、配慮や協力への 

意識の涵養 

・加害者になってはいけないという規範意識の醸成 

・自分や他人の命を大切にすること、いじめや暴力を無く 

すことなどについての規範意識の醸成 
 
等に大きな効果があり、被害者も加害者も出さない社会に向けた

気運の醸成が期待されます。 

●命の大切さを学ぶ教室とは 

 犯罪被害者遺族が、ご家族を亡くされた体験に基づく講話(約

１時間～１時間半)を行うものです。 

＜開催例＞ 

 「命の学習」としてだけでなく、「交通安全教室」、「防犯教室」、

「いじめ学習」、「人権学習」としても効果があります。 

特別教室における開催の様子 

体育館における開催の様子 

令和7年度「命の大切さを学ぶ教室」開催校の募集について 

【生徒の感想（一部抜粋）】 
○まずは自分の命を大切にして、周りの命も大切にしていき
たい。 

○痛ましい事件、事故には被害者の家族、友人など辛く、悲
しんでいる人が大勢いることを決して見落としてはいけない
と思った。 



 

 

 

 

講師へ送付 

島根県警察本部又は警察署へ提出 

教室開催 

 
   

※ 書いていただいた作品は講師へ
も郵送させていただきます。 

日程調整 

開催希望調査 

島根被害者サポートセンターへ送付 

全国作文コンクール応募（警察庁主催） 

警察本部広報県民課より、年初めに次年度中における「命の大切さを
学ぶ教室」の希望調査を実施します。 
希望される学校は警察本部広報県民課又は管轄警察署にお申し込みく
ださい。（令和７年１月 31日（金）締切り） 

命の大切さを学ぶ教室実施の流れ（お申込方法） 

【生徒】受講用紙「命の大切
さを学ぶ教室を受講して」に
感じたこと等を書いて学校へ
提出。 
【学校】受講用紙を警察本部
広報県民課又は最寄りの警察
署総務課へ提出。 

※ 開催校へは別途作文コンクールについて 
ご案内いたします。 

ご不明な点がありましたら、 

島根県警察本部警務部広報県民課犯罪被害者支援室（0852－26－0110 内線 2516、2517） 又は 

公益社団法人 島根被害者サポートセンター事務局（0852-32-5928） 

までお問い合わせください。 

本事業を業務委託している島根被害者サポートセンターが行います。
学校と講師の日程調整を図り、開催校（15回）を決定します。 
決定すれば、警察本部広報県民課より各学校へ決定通知をします。 
通知後、開催校との詳細な調整については、島根被害者サポートセン
ターが行います。 

※ 受講用紙に記載していただいた内容等については、被害者支援の機運の醸成等のため、島根県警察や島根被害者サポ
ートセンターのホームページや資料等へ掲載するなど、各般の被害者支援活動に使用させていただきます。 

※ 県内外の犯罪被害者遺族だけでなく、警察職員による講話も実施しています。（随時） 
警察職員による講話（犯罪被害者・ご家族の手記の朗読、DVD上映等）を希望される学校は、最寄りの警察署総務課へお
問い合わせください。 

【学校にしていただくこと】 
○ 会場の確保         ○ 生徒への事前説明 
○ 講師待機場所、駐車場の確保 ○ 司会進行、講師紹介 
○ 生徒の作文・感想文の提出 

【島根被害者サポートセンターが行うこと】 
○ 開催校の決定・講師選定   ○ 学校への説明､事前打ち合わせ 
○ 配付資料、受講用紙の準備  ○ 演題及び講師紹介文の準備 
○ 講師の送迎         ○ 講師謝金、旅費の支払い 

【警察が行うこと】 
○ 開催希望調査・決定通知 
○ 講演会開催について報道機関への連絡 
○ 当日の会場準備手伝い  ○ 作文応募のお願い 
※ 警察職員の聴講をお願いする場合があります。 


